
令和６年６月２７日 

生徒・保護者の皆さま 

広 島 翔 洋 高 等 学 校 

「奨学のための給付金」の受給申請について 

  

令和６年度の所得割額（市町民税+県民税）が非課税である世帯を対象に教育費を支援するための制度で、返

済の必要はありません。期限までに、申請書類を組担任または事務室へ提出してください。 

提出期限  ７月１２日(金)     

 

提出が必要な書類  

１.奨学給付金受給申請書 

・裏面の記入例を参照して、記入してください。日付は、7月 1日以降の日を記入してください。 

・成人（18 歳）した生徒は、1 ページにて、□親権者ではなく、☑主たる生計維持者としてください。 

 また、2ページのアでは、（４）または（５）に☑を入れてください。 

・【扶養親族の状況】に中学生以下や、就職などで扶養から外れたお子さんを記入しないでください。 

・【振込先金融機関】には、申請者（保護者等）の口座を記入し、コピーを添付してください。 

・学校で審査後、申請書類は広島県へ送付します。記入漏れのないよう、またチェック項目等も、 

よく読んで間違いのないように注意してください。 

<注意> 誤字には訂正印が必要です（修正テープ等は使用不可）。また、消せるペンで書かないでください。 

２.通帳の写し ①にのり付けして提出。 

・金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がはっきり見えるようにコピーしてください。 

３. 保護者全員の所得確認書類 ※所得割額が非課税の場合のみ給付対象となります。 

      父母それぞれの課税額などを証明する書類を提出してください。 

   ・課税証明書又は非課税証明書 <市区町村役場で取得> 

<注意>コピーを提出する場合は、端が切れていないか、全体がはっきり写っているかを確認してください。 

   特別徴収税額通知書、納税通知書は、申請には利用できません。 

４. 生活保護受給に関する証明書  

・７月１日時点で生活保護法に定める生業扶助を受けている場合、福祉事務所で添付③に証明を受けて

ください。（上記 「３.保護者全員の所得確認書類」は不要です。） 

  

※ その他の書類が必要な場合は、個別に連絡いたします。 

 

給付額 

区 分 給付金の額 

生活保護受給世帯（生業扶助の措置あり） 年額 52,600 円 

保護者全員の住民税所得割

額が非課税である世帯 

本校生徒が第１子の場合 年額 142,600 円 

本校生徒が第２子以降で、15歳（中学生は除く）以上 23歳未

満の扶養されている兄弟姉妹がいる場合 
年額 152,000 円 

〔非課税世帯の世帯構成区分について〕 

扶養している高校生などを年齢が高い者から順に数えて、１番目の高校生等を第１子、２番目を第２子という。 

通信制に通学する兄弟姉妹がいる場合は、本校に通学している生徒を第２子以降とする。 

＊広島県より申請した保護者に直接決定通知が届き、１０月～１１月頃に給付される予定です。 

 

《お問合せ先》広島翔洋高等学校 事務室（082-884-1616）

重 要 

記入例ヘ 



（A）生活保護（生業扶助）受給世帯の方

（B）非課税（道府県民税及び市町村民税の所得割額が０～９９円）の世帯の方

　

イ　次の理由により、課税証明書等を提出しません。

【振込先金融機関】（該当する□に✔印を付けてください。）

銀    行

□ 信用金庫

□ 信用組合

□ 農業協同組合

〔広島県内の私立高等学校等に在学する場合のみ〕

 (b)高等学校等就学支援金の認定審査において算定された保護者等の課税に関する情報を、奨学給付金の認定審査

においても利用することに同意します。

　※住民税が未申告の方は、申請前に必ず課税期日（本年１月１日）に住所のあった市区町村に対して住民税の申

告を行ってください。

ア　次のとおり課税証明書等を提出します。　　　　※（1)～(7)のいずれかの□に✔印を付けてください。

(1) 親権者（両親）２名分

 【保護者等の収入の状況】　　※次の（A）又は（B）の該当する□に✔印を付けてください。

生活保護（生業扶助）を受給しています。（７月１日時点）
　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第３６条の規定による生業扶助（高等学校等就学
費）を受給していることが分かる証明書を提出します。

（a)生活保護（生業扶助）を受給していません。（７月１日時点）
　私の世帯は、７月１日現在、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第３６条の規定による生
業扶助は受給していません。

(5) 主たる生計維持者1名分
・親権者又は未成年後見人が存在しない場合

・成人に達しているが主たる生計維持者が存在する場合　等

(2)

親権者１名分
（親権者が、一時的に親権を
行う児童相談所長、児童福祉
施設の長である場合は、その
者を除く。）

☑ 離婚、死別等により親権者が１名の場合

□ 親権者が存在するものの、ＤＶ・児童虐待等のため危害が及ぶ

　ことが考えられる場合や失踪・養育放棄により接触できない場合

　など、家庭の事情によりやむを得ず親権者の１人の課税証明書等

　を提出できない場合

 　※単に別居しているだけの場合は、２名分の課税証明書等の添付が必要

　　ですが、別居の親権者に課税証明書等の提出を求めても応じてもらえ

　　ない場合は、「養育放棄」として取り扱います。
【注意】課税証明書等を提出できない理由が「海外赴任」である場合は給付対象外と

　　　　なります。

(3)
未成年後見人（　　）名
分

　親権者が存在せず、未成年後見人が選任されている場合（未成年後見人

が複数選任されている場合は、全員分）

　※未成年後見人が法人である場合又は財産に関する権限のみを行使すべ

　　きこととされている場合は、その者を除く。

(4)
　生徒の生計をその収入によ
り維持している者（主たる生
計維持者）(両親等)　２名分

　生徒が在学中に成人した場合で、成人する直前の未成年の時
点から申請の時点まで生計を維持する者に変更がない場合

(6) 生徒本人
　親権者、未成年後見人又は主たる生計維持者のいずれも存在しない場合

であり、成人に達している場合  等

□ （ ）

※　専攻科の場合、「親権者」とあるのは「父母」と読み替えるものとする。

(7) □
　所得確認の対象が生徒本人（親権者、未成年後見人又は主たる生計維持者のいずれも存在し
ない場合）であるが、未成年で道府県民税所得割及び市町村民税所得割を課されるだけの収入
を得ていない場合

☑ 普通 □ 当座

　次の口座に振込んでください。

金融機関
・支店名

広島西部

☑

観音中央

□ 本 店

☑ 支 店

□ 出 張 所

口座名義 広島　紅葉

※ 振込口座は、原則として申請者本人の口座に限ります。

   特別の事情により、申請者以外の者の口座へ振り込みを希望する場合は「委任状」を提出してください。

フリガナ 　ヒロシマ　モミジ

口座番号 １ ０ ８ １ ０ ９ ３

預金種目

（１）～（7）の中から該当の項目を選択

【書類③】
生活保護受
給に関する
証明書

【書類②】
課税証明書、
非課税証明書
などの所得確
認書類

県内校に在学
し、上記(B)(b)
に同意された
場合は、提出
は不要です。

※県外校は、
書類②の添付
は必要

ア

イ

ア

【書類①】
通帳の写し

【書類⑥】
委任状

（任意：

県内校の個

人番号提出

世帯のみ）

生活保護（生業扶助）を受給している場合は、こ

ちらに 印を付け、生活保護受給証明書を提出し

てください。

課税証明書を提出されるときは、この欄にチェッ

クをしないでください。

住民税が非課税の場合は、こちらに 印を付け、課税証明書等を

提出してください。

ただし、下段の任意欄にチェックし、高等学校等就学支援金の認定審査情報の利用に同

意する場合は、課税証明書等の提出は不要です。

※課税情報の利用に同意する場合であっても、住民税の申告がされていない場合は情報

を取得できませんので、市区町村役場の窓口で住民税の申告を行ってください。

※課税情報の確認ができない場合は、支給要件を満たさず，不認定となります。

左の(2)にチェックされたときは、

表内のこちらの欄へもチェックを付

けてください。

収入の確認対象となる保護者等の区分に 印を付

けてください。

振込先口座には個人名義の口座を記入し、口座番号は右詰で記入して

ください。

通帳等のコピーを添付してください。（金融機関名、支店名、預金種別、

口座番号、名義人フリガナが確認できるページ）

様式第１－１号

　広 島 県 知 事

 １ この申請書の記載内容は、事実に相違ありません。

 ２ この申請書に虚偽の記載があった場合は、広島県の求めに従いその全額を即時返還します。

 ３ 対象生徒について、広島県以外の都道府県に高校生等奨学給付金の申請は行っておりません。

 ４ この申請の対象となる高校生等は児童福祉法による児童入所施設措置費（見学旅費又は特別育成費

　（母子生活支援施設の高校生等を除く））の支給対象ではありません。

〒 733-9876

広島市西区己斐九丁目１５－○

【対象となる生徒】

学校名/学年

学校の種類 課程

所在地

なし １回 ２回 ３回 ４回 不明

□ □ □ □ □ □

なし １回 ２回 ３回 ４回 不明

□ □ □ □ □ □

☑

在学校名・職業等 保険証の被保険者 保険証の種類

□兄　□弟

☑姉　□妹

□兄　☑弟

□姉　□妹

□兄　□弟

□姉　□妹

□兄　□弟

□姉　□妹

□兄　□弟

□姉　□妹

 ※支給金額に影響しますので、扶養親族の状況は正確に記入してください。

申請書はもう１面あります。⇒

申請者住所

ふりがな ひろしま　もみじ

申請者氏名 広島　紅葉

　令和 ６ 年 ７月 ５日
様

高校生等奨学給付金受給申請書（私立）

  私は、以下の４点全ての項目を確認した上で、高校生等奨学給付金の受給を申請します。

昼間の連絡先 　電話番号 　　090-9119-99○○ 電子メール ken-gakuji ＠ shigaku.○○.jp

生徒との関係
※いずれかの□に✔印を

付けてください。

 ☑親権者 　　　　　 □未成年後見人  □未成年後見人である里親
 □主たる生計維持者  □生徒本人　　　□その他(　　　　　　)

生徒と
の続柄

 □父　　  　☑母
 □その他(　　     　　 　)

12 月 22 日
氏　名 　広島　学

ふりがな 　ひろしま　まなぶ
生年月日

昭和
平成

18 年

☑　全日制

□　通信制

□　その他（　　　）
入学年月 　令和４ 年 ４  月入学

広島
都道
府県

広島

在学中に給付金を受給した回数

市区
町村

　西区北観音七丁目６３－４８

過去の高等学校
等における在学
の状況

学
校
名

　　  　年 　 月　  日
 ～　　  　年　  月 　 日

学校の

種類・課程
在学中に給付金を受給した回数

在
学
す
る
学
校

　○○高等学校　３年生 　普通　科 　３  年  ２  組 　１  番

☑　高等学校

□　高等学校（専攻科）

□　専修学校（高等課程）

□　その他（　　　　　　　）

学
校
名

　　  　年 　 月　  日
 ～　　  　年　  月 　 日

学校の

種類・課程

【扶養親族の状況】（通信制以外の生徒の申請をする場合で、かつ非課税世帯のみ）
 令和６年７月１日現在、上記の対象となる生徒以外に、保護者が加入している各種健康保険の保険証で
 扶養の確認ができる15歳（中学生を除く。）以上23歳未満の兄弟姉妹がいる場合、記入してください。

 ◎同居であっても、令和６年７月１日現在就業しており、本人名義の健康保険証を有している兄弟
 　姉妹は記入対象外です。

  被保険者である私と下記の者は、健康保険法等における扶養者と被扶養者の関係と同等の関係に
  あることを誓約します。

扶
養
親
族
の
状
況

対象生徒

との続柄

氏　　名 生年月日 該当する□に✓印を付けて、(　)内に記入してください。

広島　れもん
平成16年

4月5日

□高校生等

（学校名：　　　　　　　　 課程： 　　　 ）

☑高校生等以外（職業等： 　大学２年生　　）

☑申請者

□申請者以外の保護者等

（保護者等名：　　　　 ）

□社会保険

☑国民健康保険

広島　大地
平成20年

7月1日

☑高校生等

（学校名：県立○○高校１年生 課程：全日制）

□高校生等以外（職業等： 　　　　　　　　）

☑申請者

□申請者以外の保護者等

（保護者等名：　　　　 ）

□社会保険

☑国民健康保険

□高校生等

（学校名：　　　　　　　　 課程： 　　　 ）

□高校生等以外（職業等：　　　　　　　　 ）

□申請者

□申請者以外の保護者等

（保護者等名：　　　　 ）

□社会保険

□国民健康保険

□高校生等

（学校名：　　　　　　　　 課程： 　　　 ）

□高校生等以外（職業等：　　　　　　　　 ）

□申請者

□申請者以外の保護者等

（保護者等名：　　　　 ）

□社会保険

□国民健康保険

□高校生等

（学校名：　　　　　　　　 課程： 　　　 ）

□高校生等以外（職業等：　　　　　　　　 ）

□申請者

□申請者以外の保護者等

（保護者等名：　　　　 ）

□社会保険

□国民健康保険

奨学給付金の
通し番号

就学支援金の
受付番号

学校使用欄

7月1日以降の日付にしてください。

保護者等の氏名を自署してください。

1ページ

 

 

  

 

 

保護者

生徒

申請者(保護者等)の 

振込口座を必ず記入

チェック

該当箇所
チェック

チェック

該当箇所
チェック

兄弟姉妹 
※H13 年 7月 3日～H21 年 7月 2日生まれ 

※扶養している場合のみ記入（中学生以下は記入しない）

成人(18歳) 
主たる生計維持者 

(4)か(5)に


